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小林市東方における産業廃棄物中間処理場建設についての市民投票に関す
る条例

（目的）
第１条 この条例は、小林市東方における産業廃棄物中間処理場建設につい
て、市民の意思を明らかにするために公平かつ民主的な手続を確保し、も
って市行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。

（市民投票）
第２条 前条の目的を達成するため、小林市東方における産業廃棄物中間処
理場建設に対する賛否についての市民による投票（以下「市民投票」とい
う。）を行う。

２ 市民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
（市民投票の実施とその措置）
第３条 市民投票は、次号に関し、この条例の施行後速やかに実施するもの
とする。
（１） 平成８年１月２５日、宮崎県が許可した（シレイ２４８－１３－７）
中間処理施設。

２ 市⾧は、市民投票の結果、過半数の意思を尊重するものとする。
（市民投票の執行）
第４条 市民投票は、市⾧が執行するものとする。
（市民投票の期日）
第５条 市民投票の期日（以下「投票日」という。）は、市⾧が定め、投票日
の１０日前までにこれを告示しなければならない。

（投票資格者）
第６条 市民投票における投票の資格を有する者（以下「投票資格者」とい
う。）は、 投票日において、市に住所を有する者であって、前条に規定す
る告示の日（以下「告示日」という。）において市の選挙人名簿に登録され
ている者及び告示日の前日において、市の選挙人名簿に登録される資格を
有する者とする。

（投票資格者名簿）
第７条 市⾧は、投票資格者について、産業廃棄物中間処理場建設に関する
市民投票資格者名簿（以下「名簿」という。）を作成するものとする。

（秘密投票）
第８条 市民投票は、秘密投票とする
（一人一票）
第９条 投票は、一人一票とする。
（投票所においての投票）
第１０条 投票資格者は、投票日に自ら市民投票を行う場所（以下「投票所」
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という。） に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければな
らない。

２ 前項の規 定にかかわらず、規則で定める事由により、投票所に自ら行く
ことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすること
ができる。

（投票の方式）
第１１条 投票資格者は、産業廃棄物中間処理場建設に賛成するときは投票
用紙の賛成欄に、産業廃棄物中間処理場建設に反対するときは投票用紙の
反対欄に自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。

２ 前項の規 定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に
○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところに
より投票をすることができる。

（投票の効力の決定）
第１２条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにお
いて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするもの
とする。

（無効投票）
第１３条 市民投票にあって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効
とする。
（１） 成規の投票用紙を用いないもの
（２） ○の記号以外の事項を記載したもの
（３） ○の記号のほか、他事を記載したもの
（４） ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
（５） ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか確認

し難いも の
（市民投票の結果の告示等）
第１４条 市⾧は、市民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示
するとともに、市議会議⾧に通知しなければならない。

（投票運動）
第１５条 市民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しく
は不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであって
はならない。

（委任）
第１６条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
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（この条例の失効）
２ この条例 は、投票日の翌日から起算して９０日を経過した日にその効力
を失う。


